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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人電子情報

技術産業協会 (JEITA) 及び財団法人日本規格協会 (JSA) から，工業標準原案を具して日本工業規格を改

正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格であ

る。 

これによって，JIS C 5101-4-1:1998 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 

JIS C 5101 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 5101-1 第 1 部：品目別通則 

JIS C 5101-2 第 2 部：品種別通則：固定メタライズドポリエチレンテレフタレートフィルム直流コン

デンサ 

JIS C 5101-2-1 第 2-1 部：ブランク個別規格：固定メタライズドポリエチレンテレフタレートフィル

ム直流コンデンサ 評価水準 E 及び EZ 

JIS C 5101-3 第 3 部：品種別通則：表面実装用固定タンタル固体 (MnO2) 電解コンデンサ 

JIS C 5101-3-1 第 3-1 部：ブランク個別規格：表面実装用固定タンタル固体 (MnO2) 電解コンデンサ 

評価水準 EZ 

JIS C 5101-4 第 4 部：品種別通則：アルミニウム固体 (MnO2) 及び非固体電解コンデンサ 

JIS C 5101-4-1 第 4-1 部：ブランク個別規格：アルミニウム非固体電解コンデンサ－評価水準 EZ 

JIS C 5101-4-2 第 4-2 部：ブランク個別規格：アルミニウム固体 (MnO2) 電解コンデンサ－評価水準

EZ 

JIS C 5101-8 第 8 部：品種別通則：固定磁器コンデンサ 種類 1 

JIS C 5101-8-1 第 8-1 部：ブランク個別規格：固定磁器コンデンサ 種類 1 評価水準 EZ 

JIS C 5101-9 第 9 部：品種別通則：固定磁器コンデンサ 種類 2 

JIS C 5101-9-1 第 9-1 部：ブランク個別規格：固定磁器コンデンサ 種類 2 評価水準 EZ 

JIS C 5101-11 第 11 部：品種別通則：固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属はく直流コンデ

ンサ 

JIS C 5101-11-1 第 11 部：ブランク個別規格：固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属はく直

流コンデンサ 評価水準 E 

JIS C 5101-13 第 13 部：品種別通則：固定ポリプロピレンフィルム金属はく直流コンデンサ 

JIS C 5101-13-1 第 13-1 部：ブランク個別規格：固定ポリプロピレンフィルム金属はく直流コンデン

サ 評価水準 E 及び EZ 

JIS C 5101-14 第 14 部：品種別通則：電源用電磁障害防止固定コンデンサ 

JIS C 5101-14-1 第 14-1 部：ブランク個別規格：電源用電磁障害防止固定コンデンサ 評価水準 D 
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JIS C 5101-14-2 第 14-2 部：ブランク個別規格：電源用電磁障害防止固定コンデンサ 安全性を要求

する試験 

JIS C 5101-14-3 第 14-3 部：ブランク個別規格：電源用電磁障害防止固定コンデンサ 評価水準 DZ 

JIS C 5101-15 第 15 部：品種別通則：固定タンタル非固体又は固体電解コンデンサ 

JIS C 5101-15-1 第 15 部：ブランク個別規格：はく電極形固定タンタル非固体電解コンデンサ 評価

水準 E 

JIS C 5101-15-2 第 15 部：ブランク個別規格：焼結形固定タンタル非固体電解コンデンサ 評価水準

E 

JIS C 5101-15-3 第 15 部：ブランク個別規格：焼結形固定タンタル固体電解コンデンサ 評価水準 E 

JIS C 5101-16 第 16 部：品種別通則：固定メタライズドポリプロピレンフィルム直流コンデンサ 

JIS C 5101-16-1 第 16-1 部：ブランク個別規格：固定メタライズドポリプロピレンフィルム直流コン

デンサ 評価水準 E 及び EZ 

JIS C 5101-17 第 17 部：品種別通則：固定メタライズドポリプロピレンフィルム交流及びパルスコン

デンサ 

JIS C 5101-17-1 第 17-1 部：ブランク個別規格：固定メタライズドポリプロピレンフィルム交流及び

パルスコンデンサ 評価水準 E 及び EZ 

JIS C 5101-18 第 18 部：品種別通則：表面実装用固定アルミニウム固体 (MnO2) 及び非固体電解コン

デンサ 

JIS C 5101-18-1 第 18-1 部：ブランク個別規格：表面実装用固定アルミニウム固体 (MnO2) 電解コン

デンサ－評価水準 EZ 

JIS C 5101-18-2 第 18-2 部：ブランク個別規格：表面実装用固定アルミニウム非固体電解コンデンサ

－評価水準 EZ 

JIS C 5101-20 第 20 部：品種別通則：表面実装用固定メタライズドポリフェニレンスルフィドフィル

ム直流コンデンサ 

JIS C 5101-20-1 第 20-1 部：ブランク個別規格：表面実装用固定メタライズドポリフェニレンスルフ

ィドフィルム直流コンデンサ 評価水準 EZ 

JIS C 5101-21 第 21 部：品種別通則：表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類 1 

JIS C 5101-21-1 第 21-1 部：ブランク個別規格：表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類 1 評価水

準 EZ 

JIS C 5101-22 第 22 部：品種別通則：表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類 2 

JIS C 5101-22-1 第 22-1 部：ブランク個別規格：表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類 2 評価水

準 EZ 

JIS C 5101-23 第 23 部：品種別通則：表面実装用固定メタライズドポリエチレンナフタレートフィル

ム直流コンデンサ 

JIS C 5101-23-1 第 23-1 部：ブランク個別規格：表面実装用固定メタライズドポリエチレンナフタレ

ートフィルム直流コンデンサ 評価水準 EZ 

JIS C 5101-24 第 24 部：品種別通則：表面実装用固定タンタル固体（導電性高分子）電解コンデンサ 

JIS C 5101-24-1 第 24-1 部：ブランク個別規格：表面実装用固定タンタル固体（導電性高分子）電解

コンデンサ－評価水準 EZ 
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JIS C 5101-25 第 25 部：品種別通則：表面実装用固定アルミニウム固体（導電性高分子）電解コンデ

ンサ 

JIS C 5101-25-1 第 25-1 部：ブランク個別規格：表面実装用固定アルミニウム固体（導電性高分子）

電解コンデンサ－評価水準 EZ 

JIS C 5101-26 第 26 部：品種別通則：固定アルミニウム固体（導電性高分子）電解コンデンサ（予定） 

JIS C 5101-26-1 第 26-1 部：ブランク個別規格：固定アルミニウム固体（導電性高分子）電解コンデ

ンサ 評価水準 EZ（予定） 
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日本工業規格          JIS 
 C 5101-4-1：2010 
 (IEC 60384-4-1：2007) 

電子機器用固定コンデンサ－ 
第 4-1 部：ブランク個別規格： 

アルミニウム非固体電解コンデンサ－ 
評価水準 EZ 

Fixed capacitors for use in electronic equipment－ 
Part 4-1:Blank detail specification－Fixed aluminium electrolytic capacitors  

with non-solid electrolyte－Assessment level EZ 
 

序文 

この規格は，2007 年に第 3 版として発行された IEC 60384-4-1 を基に，技術的内容及び対応国際規格の

構成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

ブランク個別規格 

この規格は，品種別通則 JIS C 5101-4 の補足規格で，個別規格の様式及び最小限に必要な要求事項を規

定したものである。これらの要求事項を満足しない個別規格は，日本工業規格に基づいていないものとみ

なし，そのことを個別規格に記載する。 

個別規格は，JIS C 5101-4 の 1.4 に基づいて作成する。 

個別規格の最初のページとなるこの規格の 2 ページの表に記載してある括弧内の数字は，指定の位置に

記入する，次の事項と対応している。 

 

個別規格の識別 

(1) 個別規格を管理する国内標準化機関又は国際電気標準会議 (IEC) の名称 

(2) 個別規格の国内規格番号，西暦年及び国内制度で要求される追加事項又は IEC 規格番号，版及び西暦

年 

(3) 品目別通則の日本工業規格番号及び西暦年又は IEC 規格番号，版及び西暦年 

(4) ブランク個別規格の国内規格番号又は IEC 規格番号 

コンデンサの識別 

(5) コンデンサの品種についての要約説明 

(6) 代表的な構造の説明（個別規格に規定がある場合） 

注記 コンデンサがプリント配線板用に設計されていない場合には，個別規格のこの欄にそのこと

を明記する。 


